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第一部【企業情報】 
第１【企業の概況】 
１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。 

２．売上高には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。 
３．前第１四半期会計期間は四半期連結財務諸表を作成していないため、前第１四半期連結累計（会計）期間
に代えて前第１四半期累計（会計）期間について記載しております。 

  

回次 
第10期 
第１四半期 
累計(会計)期間 

第11期 
第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第10期 
連結会計年度 

会計期間 自平成20年４月１日 
至平成20年６月30日 

自平成21年４月１日 
至平成21年６月30日 

自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日 

売上高（百万円）  2,883  3,059  12,052

経常利益（百万円）  1,013  873  3,787

四半期（当期）純利益（百万円）  550  460  1,946

持分法を適用した場合の投資利益
（百万円） 

 －  －  －

資本金（百万円）  3,712  －  －

発行済株式総数（株）  151,278  －  －

純資産額（百万円）  11,746  13,626  13,141

総資産額（百万円）  12,635  14,712  15,115

１株当たり純資産額（円）  77,648.86  88,649.60  85,629.02

１株当たり四半期（当期）純利益
金額（円） 

 3,648.41  2,999.79  12,819.23

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額（円） 

 3,542.65  2,968.00  12,527.84

１株当たり配当額（円）  －  －  －

自己資本比率（％）  93.0  92.6  86.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー（百万円） 

 △246  △159  2,158

投資活動による 
キャッシュ・フロー（百万円） 

 △138  572  433

財務活動による 
キャッシュ・フロー（百万円） 

 23  27  48

現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高（百万円） 

 7,377  10,829  10,371

従業員数（人）  199  267  242
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 当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要
な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

 当第１四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 （注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。  
  

  
 （注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、契約社員を含む）は、当第１四半期連結会計期

間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

 （注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、契約社員を含む)は、当第１四半期会計期間の平
均人員を（ ）外数で記載しております。 

  

２【事業の内容】 

３【関係会社の状況】 

名称      住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割合又
は被所有割合（％） 

関係内容 

（持分法適用関連会社） 

株式会社コミュニティ
ファクトリー  

  
東京都渋谷区 

 

26.2 

  
インターネットメ
ディア事業 

 
20 

  
役員兼任あり 
資金援助あり 

４【従業員の状況】 
(1）連結会社の状況 平成21年６月30日現在

従業員数（人）  267   (62)  

(2）提出会社の状況 平成21年６月30日現在

従業員数（人）  244 (57) 
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(1）生産実績 
 生産に該当する事項がありませんので、生産実績に関する記載はしておりません。 

(2）受注状況 
 受注生産を行っておりませんので、受注状況に関する記載はしておりません。 

(3）販売実績 
 当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．当第１四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりであり
ます。 

     ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
     ３．前第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため前年同四半期との比較分析は行っており

ません。 
  

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 
  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

第２【事業の状況】 
１【生産、受注及び販売の状況】 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％） 
  

インターネットメディア事業（百万円）  2,928 － 

インターネット求人広告事業（百万円）  130 － 

その他事業（百万円）  － － 

合計（百万円）  3,059 － 

相手先 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 

株式会社サイバー・コミュニケーションズ  1,283  42.0

株式会社スパイア  367  12.0

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社  317  10.4

２【事業等のリスク】 

３【経営上の重要な契約等】 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 
(1) 業績の状況 
 当第１四半期におけるわが国の経済は、企業収益、設備投資、雇用情勢においては依然厳しい状況にあるものの、個
人消費においては、一部に下げ止まりの兆しもみられるようになってまいりました。内閣府の６月の月例経済報告で
は、「景気は、厳しい状況にあるものの、一部に持ち直しの動きがみられる。」とした一方で、雇用情勢の一層の悪化
や景気を下押しするリスクが存在することに留意する必要があるとしております。 
 インターネット関連業界におきましては、総務省の平成20年「通信利用動向調査」によりますと、インターネットの
利用者は9,091万人に達し、モバイル端末からの利用者数は7,506万人と増加しております。また、「2008年（平成20
年）日本の広告費」（株式会社電通）によりますと、2008年のインターネット広告費は、前年比116.3％と引き続き成
長を続けております。モバイル広告に関しましても、３Ｇ端末や通信料定額制の普及定着や効果的な広告メディアとし
ての評価が定着したことから、ナショナルクライアントにおけるマスキャンペーンでの活用が促進されてきておりま
す。 
 このような環境のもと、当社ではインターネットメディア事業が堅調に推移し、当第１四半期連結会計期間の売上高

は 百万円となりました。また、営業利益は 百万円、経常利益は 百万円、四半期純利益は 百万円となりま3,059 867 873 460
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した。 
 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①インターネットメディア事業 
 当事業におきましては、ソーシャル・ネットワーキング サービス（以下「SNS」という。）「mixi」のユーザー数は
平成21年６月30日現在で約1,741万人、月間ページビュー（以下「PV」という。）はモバイル端末経由（「mixiモバイ
ル」）が約109.9億PV、パソコン経由が約40.7億PVとなりました。また収益面では、「mixiモバイル」の広告販売が好
調に推移いたしました。一方、広告主におきましては、人材・金融を始めとした一部の業種において景気悪化の影響が
拡大しております。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は 万円（うち広告売上高 百万円、課金売上高 百万
円）、営業利益は 百万円となりました。 

②インターネット求人広告事業 
 当事業におきましては、IT系の求人情報に特化することにより他社との差別化を図ること、及び、自社媒体である
「mixi」を活用することによる高い広告宣伝効果と広告宣伝費の抑制により、利益率を確保しながら収益の拡大を目指
して参りました。 
 一方で、求人広告市場においては有効求人倍率が低下を続けていること等、引き続き事業環境が悪化しており、当第

１四半期連結会計期間の売上高は 百万円、営業利益は 百万円となりました。 

③その他事業  
 当事業は、中国を含めた新規事業となっております。中国におきましては、メディア力の拡大に注力しており、売上

高は計上しておりません。また、当第１四半期連結会計期間の営業損失は 百万円となりました。 

 なお、前第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため前年同四半期との比較分析は行っておりませ
ん。 

(2) 財政状態の分析 
①財政状態 
 前連結会計年度末から当第１四半期連結会計期間末までの財政状態の主な変動としましては、資産については流動

資産が 百万円から 百万円に減少したことが挙げられます。負債及び純資産については流動負債が 百
万円から 百万円に減少し、利益剰余金が 百万円から 百万円に増加したことが挙げられます。 
 増減の主な要因としましては、流動資産及び流動負債においては、法人税等の支払いによる減少であります。ま
た、利益剰余金においては、四半期純利益の増加によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 
 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末と比

較して 百万円の増加となり、残高は 百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下の
とおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において営業活動により使用した資金は 百万円となりました。これは主に、税金等調
整前四半期純利益が 百万円となったものの、法人税等の支払額 百万円により減少したことによるものでありま
す。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において投資活動により得られた資金は 百万円となりました。これは主に、有価証券
として保持していた短期国債の満期償還によるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において財務活動により得られた資金は 百万円となりました。これは、新株予約権の行
使による株式の発行及び連結子会社における借入によるものであります。 

 なお、前第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため前年同四半期との比較分析は行っておりませ
ん。 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 
 当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

(4) 研究開発活動 
 該当事項はありません。  

2,928 2,694 233
1,080

130 89

41

13,192 12,679 1,974
1,086 5,746 6,207

457 10,829

159
866 990

572

27
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(1）主要な設備の状況 
 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 
 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更
はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

  
  

第３【設備の状況】 
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第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
（１）【株式の総数等】 
①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」の欄には、平成21年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使に
より発行された株式数は含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  528,000

計  528,000

種類 
第１四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成21年６月30日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成21年８月11日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

 普通株式  153,714  154,036
東京証券取引所 
（マザーズ） 

当社は単元株制度は採
用しておりません。 

計  153,714  154,036 － － 
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（２）【新株予約権等の状況】 
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 
① 平成17年１月31日臨時株主総会決議 

（注）１．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、
調整後に生じる１株の100分の１未満の株式は切り捨てるものとします。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．当社が平成17年１月31日株主総会決議後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を
調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

３．当社が平成17年１月31日株主総会決議後、払込金額を下回る価格で新株を発行（新株予約権の権利行使の場
合を含まない）又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる１円未満の端
数は切り上げるものとします。 
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した
数をいうものとします。 

４．平成17年９月２日開催の取締役会決議により平成17年９月27日付で１株を５株に分割、平成19年５月10日開
催の取締役会決議により平成19年７月１日付で１株を２株に分割しております。これにより、上記の表に記
載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。 

   

区分 第１四半期会計期間末現在 
（平成21年６月30日） 

新株予約権の数（個）  16

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  160

新株予約権の行使時の払込金額（円）  25,000

新株予約権の行使期間 
自 平成19年２月１日 
至 平成26年12月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   25,000 
資本組入額  12,500 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時
において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相
談役、従業員又は顧問であることを要する。 
 その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との
間で締結した新株予約権割当契約により決定するものと
する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めない
ものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数又は
処分自己株式数 × １株当たり払込金額又は処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
調整前払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分自己株式数 
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② 平成17年10月21日臨時株主総会決議 

（注）１．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、
調整後に生じる１株の100分の１未満の株式は切り捨てるものとします。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

３．当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行（新株予約権の権利行使の場合を含まない）
又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる
ものとします。 
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した
数をいうものとします。 

４．平成19年５月10日開催の取締役会決議により平成19年７月１日付で１株を２株に分割しております。これに
より、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。 

区分 第１四半期会計期間末現在 
（平成21年６月30日） 

新株予約権の数（個）  713

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  1,426

新株予約権の行使時の払込金額（円）  50,000

新株予約権の行使期間 
自 平成19年11月１日 
至 平成27年９月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    50,000 
資本組入額  25,000 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時
において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相
談役、従業員又は顧問であることを要する。 
 その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との
間で締結した新株予約権割当契約により決定するものと
する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めない
ものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数又は
処分自己株式数 × １株当たり払込金額又は処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
調整前払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分自己株式数 
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③ 平成17年10月21日臨時株主総会決議 

（注）１．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、
調整後に生じる１株の100分の１未満の株式は切り捨てるものとします。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

３．当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行（新株予約権の権利行使の場合を含まない）
又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる
ものとします。 
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した
数をいうものとします。 

４．平成19年５月10日開催の取締役会決議により平成19年７月１日付で１株を２株に分割しております。これに
より、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。 

区分 第１四半期会計期間末現在 
（平成21年６月30日） 

新株予約権の数（個）  52

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  104

新株予約権の行使時の払込金額（円）  50,000

新株予約権の行使期間 
自 平成19年11月１日 
至 平成27年９月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    50,000 
資本組入額  25,000 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時
において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相
談役、従業員又は顧問であることを要する。 
 その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との
間で締結した新株予約権割当契約により決定するものと
する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めない
ものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数又は
処分自己株式数 × １株当たり払込金額又は処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
調整前払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分自己株式数 
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④ 平成18年１月11日臨時株主総会決議 

（注）１．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、
調整後に生じる１株の100分の１未満の株式は切り捨てるものとします。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

３．当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行（新株予約権の権利行使の場合を含まない）
又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる
ものとします。 
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した
数をいうものとします。 

４．平成19年５月10日開催の取締役会決議により平成19年７月１日付で１株を２株に分割しております。これに
より、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。 

区分 第１四半期会計期間末現在 
（平成21年６月30日） 

新株予約権の数（個）  17

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  34

新株予約権の行使時の払込金額（円）  50,000

新株予約権の行使期間 
自 平成20年２月１日 
至 平成27年12月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    50,000 
資本組入額  25,000 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時
において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相
談役、従業員、顧問又は外部協力者であることを要す
る。 
 その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との
間で締結した新株予約権割当契約により決定するものと
する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めない
ものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数又は
処分自己株式数 × １株当たり払込金額又は処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
調整前払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分自己株式数 
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⑤ 平成18年４月28日臨時株主総会決議 

（注）１．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、
調整後に生じる１株の100分の１未満の株式は切り捨てるものとします。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

３．当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行（新株予約権の権利行使の場合を含まない）
又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる
ものとします。 
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した
数をいうものとします。 

４．平成19年５月10日開催の取締役会決議により平成19年７月１日付で１株を２株に分割しております。これに
より、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。 

区分 第１四半期会計期間末現在 
（平成21年６月30日） 

新株予約権の数（個）  19

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  38

新株予約権の行使時の払込金額（円）  125,000

新株予約権の行使期間 
自 平成20年５月１日 
至 平成28年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   125,000 
資本組入額   62,500 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時
において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相
談役、従業員又は顧問であることを要する。 
 その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との
間で締結した新株予約権割当契約により決定するものと
する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めない
ものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数又は
処分自己株式数 × １株当たり払込金額又は処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
調整前払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分自己株式数 
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⑥ 平成18年４月28日臨時株主総会決議 

（注）１．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、
調整後に生じる１株の100分の１未満の株式は切り捨てるものとします。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

３．当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行（新株予約権の権利行使の場合を含まない）
又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる
ものとします。 
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した
数をいうものとします。 

４．平成19年５月10日開催の取締役会決議により平成19年７月１日付で１株を２株に分割しております。これに
より、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。 

区分 第１四半期会計期間末現在 
（平成21年６月30日） 

新株予約権の数（個）  3

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  6

新株予約権の行使時の払込金額（円）  125,000

新株予約権の行使期間 
自 平成20年５月１日 
至 平成28年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   125,000 
資本組入額   62,500 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時
において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相
談役、従業員、顧問又は外部協力者であることを要す
る。 
 その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との
間で締結した新株予約権割当契約により決定するものと
する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めない
ものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数又は
処分自己株式数 × １株当たり払込金額又は処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
調整前払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分自己株式数 
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 該当事項はありません。 

  

 （注）１．新株予約権の行使による増加であります。 
２．平成21年７月１日から平成21年７月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が322株、資
本金及び資本準備金がそれぞれ８百万円増加しております。  

  

 フィデリティ投信株式会社から平成21年７月６日付の大量保有報告書の提出により、平成21年６月30日現在で、以
下の株式を保有している旨の報告を受けましたが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株
式数の確認ができません。 

  

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 
該当事項はありません。 

（３）【ライツプランの内容】 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式総
数増減数
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成21年４月１日～ 
平成21年６月30日 
（注）１ 

 248  153,714  6  3,731  6  3,701

（５）【大株主の状況】 

氏名又は名称 住所  保有株券等の数（株） 株券等保有割合（％） 

フィデリティ投信株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号  15,371  10.00 

（６）【議決権の状況】 

  平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   153,466  153,466 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数  153,466 － － 

総株主の議決権 －  153,466 － 
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【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。 

  

２【株価の推移】 

月別 平成21年 
４月 

  
５月 

  
６月 

最高（円）  529,000  482,000  602,000

最低（円）  357,000  410,000  434,000

３【役員の状況】 
 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
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第５【経理の状況】 
１．四半期連結財務諸表の作成方法について 
(1）当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内
閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 
  なお、当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財
務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令
第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 
  なお、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等
規則に基づいて作成しております。 

(3）前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は四半期連結財務諸表を作成していな
いため、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結損益計算
書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に代えて、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年
６月30日まで）に係る四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書を記載しております。 

２．監査証明について 
 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成
20年６月30日まで）に係る四半期財務諸表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第
１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年
４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任監査法人トーマツによる四半
期レビューを受けております。 
 なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマ
ツとなっております。 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 10,829 10,371 
売掛金 1,656 1,583 
有価証券 － 999 
その他 198 242 
貸倒引当金 △4 △4 

流動資産合計 12,679 13,192 
固定資産   
有形固定資産   
建物 168 167 
減価償却累計額 △37 △33 

建物（純額） 130 134 

工具、器具及び備品 1,821 1,838 
減価償却累計額 △997 △936 

工具、器具及び備品（純額） 824 902 

有形固定資産合計 955 1,037 
無形固定資産   
その他 184 194 
無形固定資産合計 184 194 

投資その他の資産   
その他 898 696 
貸倒引当金 △5 △4 

投資その他の資産合計 893 692 

固定資産合計 2,032 1,923 

資産合計 14,712 15,115 
負債の部   
流動負債   
未払金 415 714 
短期借入金 14 － 
未払法人税等 349 1,013 
賞与引当金 47 44 
その他 259 202 
流動負債合計 1,086 1,974 

負債合計 1,086 1,974 
純資産の部   
株主資本   
資本金 3,731 3,725 
資本剰余金 3,701 3,695 
利益剰余金 6,207 5,746 
株主資本合計 13,641 13,167 

評価・換算差額等   
為替換算調整勘定 △14 △26 

評価・換算差額等合計 △14 △26 

純資産合計 13,626 13,141 

負債純資産合計 14,712 15,115 
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【前第１四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 2,883 
売上原価 510 
売上総利益 2,372 
販売費及び一般管理費 ※1  1,362 

営業利益 1,010 
営業外収益  
有価証券利息 2 
雑収入 0 
営業外収益合計 2 

経常利益 1,013 
特別利益  
貸倒引当金戻入額 0 
特別利益合計 0 

特別損失  
固定資産除却損 6 
特別損失合計 6 

税引前四半期純利益 1,006 

法人税、住民税及び事業税 406 
法人税等調整額 49 
法人税等合計 456 

四半期純利益 550 
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【当第１四半期連結累計期間】 
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,059 
売上原価 621 
売上総利益 2,437 
販売費及び一般管理費 ※1  1,569 

営業利益 867 
営業外収益  
受取利息 6 
為替差益 4 
その他 0 
営業外収益合計 11 

営業外費用  
支払利息 0 
持分法による投資損失 5 
営業外費用合計 5 

経常利益 873 

特別損失  
固定資産除却損 7 
特別損失合計 7 

税金等調整前四半期純利益 866 
法人税、住民税及び事業税 340 
法人税等調整額 65 
法人税等合計 405 

四半期純利益 460 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
【前第１四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前四半期純利益 1,006 
減価償却費 108 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 
賞与引当金の増減額（△は減少） 4 
受取利息 △2 
固定資産除却損 6 
売上債権の増減額（△は増加） 40 
未払金の増減額（△は減少） △41 
未払消費税等の増減額（△は減少） △55 
その他 △52 

小計 1,013 

法人税等の支払額 △1,260 

営業活動によるキャッシュ・フロー △246 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
有価証券の取得による支出 △1,997 
有価証券の償還による収入 2,000 
有形固定資産の取得による支出 △116 
無形固定資産の取得による支出 △23 

投資活動によるキャッシュ・フロー △138 

財務活動によるキャッシュ・フロー  
株式の発行による収入 23 
財務活動によるキャッシュ・フロー 23 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △361 

現金及び現金同等物の期首残高 7,739 
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  7,377 
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【当第１四半期連結累計期間】 
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益 866 
減価償却費 107 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 
賞与引当金の増減額（△は減少） 3 
受取利息及び受取配当金 △6 
為替差損益（△は益） △7 
持分法による投資損益（△は益） 5 
固定資産除却損 7 
売上債権の増減額（△は増加） △72 
未払金の増減額（△は減少） △109 
未払消費税等の増減額（△は減少） △24 
その他 55 
小計 825 
利息の受取額 4 
法人税等の支払額 △990 

営業活動によるキャッシュ・フロー △159 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
有価証券の償還による収入 1,000 
有形固定資産の取得による支出 △160 
無形固定資産の取得による支出 △64 
投資有価証券の取得による支出 △201 
その他 0 
投資活動によるキャッシュ・フロー 572 

財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 14 
株式の発行による収入 12 
財務活動によるキャッシュ・フロー 27 

現金及び現金同等物に係る換算差額 17 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 457 
現金及び現金同等物の期首残高 10,371 
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  10,829 
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．持分法の適用に関す
る事項の変更 

（1）持分法適用関連会社 
① 持分法適用関連会社の変更 
  当第１四半期連結会計期間より、株式会

社コミュニティファクトリーは新たに株式

を取得したため、持分法適用の範囲に含め

ております。 

  ② 変更後の持分法適用関連会社数 

 ２社 

【追加情報】 
  

  

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

重要な資産の評価基準及
び評価方法 
  

その他有価証券 
 当第１四半期連結会計期間において、投資
事業組合への出資を行いました。これに伴
い、投資事業組合への出資持分については、
最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額
で取り込む方法を採用しております。  
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 該当事項はありません。 

  

【注記事項】 
（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第１四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は
次のとおりであります。 

販売手数料 百万円659

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は
次のとおりであります。  

販売手数料 百万円749

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借
対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 （平成20年６月30日現在） 
 （百万円） 

  

現金及び預金勘定 7,377

現金及び現金同等物 7,377

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 （平成21年６月30日現在） 
 （百万円） 

  

現金及び預金勘定 10,829

現金及び現金同等物 10,829
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当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年
６月30日） 
１．発行済株式の種類及び総数 

２．自己株式の種類及び株式数 
 該当事項はありません。 

３．新株予約権等に関する事項 
 会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

４．配当に関する事項 
 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 
      事業は内部管理上採用している区分によっております。 
    ２．各事業の主なサービス 
      インターネットメディア事業・・・SNS「mixi」の運営 
      インターネット求人広告事業・・・IT系求人サイト「Find Job！」の運営 
      その他事業・・・海外（中国）事業、その他新規事業  
       

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略して
おります。  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
 海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

（株主資本等関係） 

普通株式 153,714株 

（セグメント情報） 
【事業の種類別セグメント情報】 

  

インターネ
ットメディ
ア事業 
（百万円） 

インターネ
ット求人広
告事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,928  130  －  3,059  －  3,059

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  2,928  130  －  3,059  －  3,059

営業利益又は営業損失（△）  1,080  89  △41  1,127 (259)  867

【所在地別セグメント情報】 

【海外売上高】 
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり
であります。 

  

（１株当たり情報） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額  88,649.60 円 １株当たり純資産額  85,629.02 円

前第１四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額  3,648.41 円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額 

 3,542.65 円

  
前第１四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額      

四半期純利益（百万円）  550
普通株主に帰属しない金額（百万円） － 

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  550
期中平均株式数（株）  150,892
       

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額      

四半期純利益調整額（百万円） － 

普通株式増加数（株）  4,504
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株
式で、前事業年度末から重要な変動があったもの
の概要 

―――――― 
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（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり
であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額  2,999.79 円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額 

 2,968.00 円

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額      

四半期純利益（百万円）  460
普通株主に帰属しない金額（百万円） － 

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  460
期中平均株式数（株）  153,635

       

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額      

四半期純利益調整額（百万円） － 

普通株式増加数（株）  1,645
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があった
ものの概要 

―――――――― 
  

（重要な後発事象） 

２【その他】 
該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
 該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成２１年８月６日

株式会社ミクシィ 

取締役会 御中 

有限責任監査法人トーマツ 

  指定有限責任社員 
業務執行社員   公認会計士 原田 誠司  印 

  指定有限責任社員 
業務執行社員   公認会計士 菊地 徹   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ミ

クシィの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成２１年４

月１日から平成２１年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２１年４月１日から平成２１年６月３０日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ミクシィ及び連結子会社の平成２１年６月３０日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期
報告書提出会社）が別途保管しております。 
２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成２０年８月７日

株式会社ミクシィ 

取締役会 御中 

監査法人トーマツ 

  指定社員 
業務執行社員   公認会計士 原田 誠司  印 

  指定社員 
業務執行社員   公認会計士 菊地 徹   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ミ

クシィの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第１０期事業年度の第１四半期累計期間（平成２０年４

月１日から平成２０年６月３０日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び

四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ミクシィの平成２０年６月３０日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期
報告書提出会社）が別途保管しております。 
２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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